
報告第１８号 

 

   放棄した債権の報告について 

 

 おいらせ町債権管理条例（平成２４年おいらせ町条例第３号）第 

１３条第１項の規定に基づき、別紙のとおり債権を放棄したので、同

条第２項の規定により報告する。 

 

平成２８年 ９ 月 １ 日 提出 

 

おいらせ町長 三 村 正太郎 

 



別紙：放棄した債権 

 

番号 債権の種類 
件数 

(件) 
債権額（円） 対象年度 放棄年月日 適用事由 備考 

１ 住宅使用料 ５ ３１８，２８０ 
平成６ 

～１０年度 
平成 28年 3月 31日 

第 13条第 1項第 1号及

び第 6号 

時効及び生活困

窮 

小計 ５ ３１８，２８０ １人 

１ 学校給食費負担金 １１ ４８５，２４０ 
平成４ 

～１１年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

２ 学校給食費負担金 ９ ３０２，９３５ 
平成６ 

～１３年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

３ 学校給食費負担金 ３ １２７，３８０ 
平成６ 

～７年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

４ 学校給食費負担金 ３ ８４，７４０ 
平成７ 

～９年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

５ 学校給食費負担金 １ ３２，１６０ 平成４年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

６ 学校給食費負担金 ２ ６４，７７０ 
平成１２ 

～１３年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

７ 学校給食費負担金 ２ １８，６０５ 
平成１３ 

・１５年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

８ 学校給食費負担金 １ ３，８００ 平成１２年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 



番号 債権の種類 
件数 

(件) 
債権額（円） 対象年度 放棄年月日 適用事由 備考 

９ 学校給食費負担金 １ ２４，０００ 平成１２年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１０ 学校給食費負担金 １ １６，８００ 平成１３年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１１ 学校給食費負担金 １ ２７，０００ 平成１３年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１２ 学校給食費負担金 １ ４４，８００ 平成１３年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１３ 学校給食費負担金 １ ４，２００ 平成１５年度 平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１４ 学校給食費負担金 ３ ９５，０３０ 
平成１１ 

～１２年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１５ 学校給食費負担金 １０ ４３６，６３０ 
平成１２ 

～１７年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１６ 学校給食費負担金 １２ ４０４，７０５ 
平成１４ 

～１７年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１７ 学校給食費負担金 ２ ４７，２８０ 
平成１６ 

～１７年度 
平成 28年 3月 25日 第 13条第 1項第 1号 時効 

小計 ６４ ２，２２０，０７５ １７人 

１ 医療費 １ ８９，９８７ 平成１６年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

 

  



番号 債権の種類 
件数 

(件) 
債権額（円） 対象年度 放棄年月日 適用事由 備考 

２ 医療費 １ ３１，８４５ 平成１６年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

３ 医療費 １ １９２，５８１ 平成１６年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

４ 医療費 １ ４３，０５１ 平成１７年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

５ 医療費 １ ３５，４９５ 平成１９年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

６ 医療費 １ ２，３９０ 平成１９年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

７ 医療費 １ ２２２，０１３ 平成２０年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

８ 医療費 １ １３７，３４５ 平成２０年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

９ 医療費 １ １０，２５０ 平成２０年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１０ 医療費 １ ３，６２０ 平成２１年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

１１ 医療費 １ １５，１７２ 平成２２年度 平成 28年 3月 30日 第 13条第 1項第 1号 時効 

小計 １１ ７８３，７４９ １１人 

合計 ８０ ３，３２２，１０４ ２９人 

 


